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発言者 内          容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
会長 
 

１．開催日時 平成２５年４月１９日（金） 
午前９時００分から午前９時３６分 

２．開催場所 立田庁舎 ３階 第一会議室 
 
３．出席委員（３４人）別紙のとおり 
 
４．欠席委員（ ３人）別紙のとおり 
 
５．議事日程 
 
日程第 １ 議事録署名委員の指名 
日程第 ２ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請              
日程第 ３ 議案第 ２号 農地法第５条の規定による許可申請 
日程第 ４ 決定第 １号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に 

よる当委員会の決定について                 
日程第 ５ 専 決 報 告 農地法第３条の３第１項の規定による届出    
日程第 ６ 専 決 報 告 農地法第４条第１項第８号の規定による確認願 
日程第 ７ 専 決 報 告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出 
日程第 ８ 専 決 報 告 現況証明願 
日程第 ９ 報 告 農地法第４条関係取消願 
日程第１０ 報 告 農地法第１８条第６項の規定による通知 
日程第１１ そ  の  他 
 
 
６．農業委員会事務局職員 （ ３人）別紙のとおり 
 
７．本委員会の書記は、課長補佐 渡辺弘康 である。 
 
８．会議の概要 
 
 開会（午前９時００分） 
 
定刻となりましたので、平成２５年４月農業委員会定例会を始めさせていただ

きます。 議事の進行は、愛西市農業委員会総会規則第５条により日永会長さん
にお願いします。  
 
会長さん宜しくお願いします。 

 
《会長あいさつ》 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

それでは、本日の出席者数は（３７名中３４名）で、定足数に達しております
ので、只今より４月定例農業委員会を開会します。 
 
審議に入ります前に、日程第 1、本日の議事録署名者を私より指名致します。 
ご異議ありませんか。 
 
《異議なしの声》 

それでは、 
議席番号 ７番 毎田勝敏 委員 
議席番号 ８番 杉村義仁 委員 
 
を指名しますので宜しくお願いします。 
  

それでは只今より、議事日程に基づき議案審議に入らしていただきます。 
  
議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請・・・・・・・１１件              
議案第 ２号 農地法第５条の規定による許可申請・・・・・・・ ４件 
決定第 １号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

による当委員会の決定について・・・・・・・・・５３件                
専 決 報 告  農地法第３条の３第１項の規定による届出・・・・・６件 
専 決 報 告  農地法第４条第１項第８号の規定による確認願・・・２件 
専 決 報 告  農地法第５条第１項第６号の規定による届出・・・・２件 
専 決 報 告  現況証明願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件 
報 告  農地法第４条関係取消願・・・・・・・・・・・・・１件 
報 告  農地法第１８条第６項の規定による通知・・・・・・５件 
 
それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 について審議を

お願いします、 
では、事務局より説明をお願いします。 
 

《事務局説明》（１番から３番、譲渡人住所氏名・譲受人住所氏名・申請地の所在・
地目・面積、権利の内容、申請理由を朗読及び詳細説明） 
（４番、譲渡人住所氏名・譲受人住所氏名・申請地の所在・地目・面積、権利の
内容、申請理由を朗読）買受適格平成２５年２月案件でございます。尚、申請の
内容が買受適格時と同様でございましたので平成２５年３月１４日付けで許可処
理を行っております。 
（５番から１１番、譲渡人住所氏名・譲受人住所氏名・申請地の所在・地目・面
積、権利の内容、申請理由を朗読及び詳細説明） 
以上、１１件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しない為、許可要

件を全て満たしていると思われます。 以上でございます。 
 



会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
６番委員 
 
事務局 

只今、議案第１号について、事務局より説明させていただきました、何かご質
問・ご意見ございますか。 
 
（発言なし） 
宜しいでしょうか。 
 
それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請１１件について賛

成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成ですので許可することに決定します。 

 
続きまして、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請 ４件について

事務局より説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 

（１番、申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読）現在は、賃貸住宅にて家族３人で居住していますが、手狭な事により、父所
有地に分家住宅を建築する計画でございます。 
（２番、申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読）現在は、家族３人にて賃貸住宅に居住していますが、手狭な事により、祖父
所有地に分家住宅を建築する計画でございます。 
（３番、申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読）申請地南側に住宅を建築する計画ですが、申請地は、道路が一方しかなく、
洗濯物が見えることから、申請地を買受け、物干し場及び自転車駐輪場として一
体利用する計画です。尚、この申請地につきましては、平成２４年５月案件にて
今回の渡人の○○○○が分家住宅敷地と一体利用する計画にて許可を取得しまし
たが、後ほど４条取消願にて報告させていただきますが、資金繰りができない為、
計画を断念したことによる申請です。 
（４番、申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読）地元神社に隣接する申請地を参拝時の駐車場として利用する計画でございま
す。 
以上４件につきましては農地法第５条第２項各号に該当しないため許可要件を

満たしていると思われます。 以上でございます。 
 
只今、事務局より議案第２号について説明させていただきました、何かご質問・

ご意見ございますか。 
 
申請理由に譲受と買受とあるのですがどのような使い分けですか。 

 
譲受というのは譲渡、今回の案件については無償で譲るということです。 



会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 他に宜しいでしょうか。 
  (発言なし) 
 
宜しいでしょうか。 
 
それでは議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請４件について賛成の

方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成と言う事で、県へ進達することに決定いたし

ます。 
 
続きまして、決定第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定によ

る当委員会の決定についての説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 
５ページから８ページまでの案件です。決定第１号については件数も多い為、

集計概要を報告し説明とさせていただきます。議案番号１番から５３番、全体筆
数は１７１筆、面積は１５６，７５０㎡でございます。円滑化団体を通して利用
権設定された筆数は６４筆、５３，６６４㎡でございます。最終的な受人につい
ては○○○○さん他２０名。全員で２１名、合計１０７筆、１０３，０８６㎡と
なっています。内容につきましては、作物は水稲、普通畑でございます。新規 118
件、再設定 53 件。契約期間は３年５年６年１０年。権利内容は全て賃借権でござ
います。以上、集計概要を報告し、説明とさせていただきます。 
尚、この事案につきましては農業経営基盤法第１８条第３項の各要件を全て満

たしていると思われます。 以上です。 
 
只今、事務局より決定第１号について 簡略した内容ではございますが、説明

をさせていただきました、何かご質問ございますか。 
 
（発言なし） 
宜しいでしょうか。 
 
それでは、決定第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定による

当委員会の決定について、賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。 
全員賛成ですので市へ答申する事に決定させていただきます。 

 
続きまして、専決報告４件・報告２件について事務局より一括で説明をお願い



 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

します。 
 

《事務局説明》 
（専決報告 農地法第３条の３第１項の規定による届出 １番から６番の申請者
住所氏名、申請地・地目・面積、申請内容・権利・取得事由、斡旋希望の有無、
を朗読説明）以上６件の届出がございました。 
  
（専決報告 農地法第４条第１項第８号の規定による確認願 １番から２番の願
出者の住所氏名・土地の所在、地目、面積・土地の利用状況・処理日を朗読説明） 
以上２件の利用状況を確認し、確認処理を行いました。 
 
（専決報告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出 １番から２番の申請
者住所氏名・申請地所在、地目、面積・目的・申請理由・受理通知交付年月日を
朗読説明）以上２件の届出を受理させていただきました。 
  
（専決報告 現況証明願 １番から４番の願出者住所氏名・土地の所在、地目、
面積・事由・備考を朗読説明）以上４件の現地を確認し、証明させていただきま
した。１番につきましては、５，６６０㎡という大きな面積の証明でございます
ので、追加説明をさせていただきます。 
 この土地は、○○○○勝幡店の店舗敷地として利用されていた土地でございま
す。都市計画決定時 昭和４５年１１月２４日から昭和６０年７月７日まで市街
化区域とされており、いわゆる逆線引により昭和６０年７月８日からは、市街化
調整区域となっている区域に位置している土地です。 
 台帳地目「田」にどうして、店舗が建っているかについて調査したところ、昭
和５８年６月に５－１－３の届出、現在は５－１－６の届出でございますが、い
わゆる市街化の届出が、当時の佐織町農業委員会に出ていることを受付表にて確
認しました。調査した内容は、申請地：駒捨場 1292･1293 外７筆、地目：田･面積
6,000 ㎡、事由：ショッピングセンター建築との事でございました。 
 本来、届出が受理され、建築物が建てられた後、地目変更登記が行われていれ
ば、今回の願出は無かったと思われますが、地目変更がされず登記地目は「田」
のままであるため、いざ建て替え等を行う場合、建築確認に農地法の許可及び届
出の場合「受理証明」が必要となります。当初の「受理証明」を添付して手続き
を行えばよいのですが、当初の｢受理証明｣は紛失との事で、当委員会に「再発行」
出来ないかとの問い合わせがありました。しかし、当時の申請書の受付表には外
７筆と記入されており「地番が特定できない為」受理書の再発行は出来ませんと
申し上げました。それではどのような手続きを行えば良いかと申し上げますと、
先程も申し上げましたが「現在は市街化調整区域」でありますので、通常の５条
申請などの農地法の許可申請をしていただく事となりますが、建物が建築後 20 年
を経過しておりますので、今回、現況証明願といった手続きとなりました。ご理
解をいただければと思います。 
尚、現況証明には面積用件はございません。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
31番委員 
 
 
 
事務局 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山田副会長 
 
会長 

 
（報告 農地法第４条関係取消願 １番の届出人住所氏名・申請地の地目、面積、
内容、取消事由・備考を朗読説明）５条の３番に関する取消でございます。一つ
の土地に二つの許可は与えることは出来ませんので、５条の申請と同時に取消願
いを提出させました。 
 
（報告 農地法第１８条第６項の規定による通知書 １番から５番の申請者住所
氏名・申請地所在、地目、面積・解約申込日、合意成立日、土地引渡日・申請理
由を朗読説明）以上５件の解約通知がございました。 
 以上でございます。 
 
只今、専決報告、報告についてご説明させていただきました、これについて何

かご質問ございますか。 
 
現況証明の１番について、逆線引のあった昭和６０年のときに対象土地も含ま

れたということは、建物はまだ建っていなかったですよね。建っているところま
で調整区域に戻すとは考えられない。そのへんは確認済みですか。 
 
昭和５８年に受付し、その時点で、市街化区域の届出があれば転用可能、店舗

として使えることになったのが昭和５９年ですので市街化区域の時には建物は建
っていました。 
 
他に宜しいでしょうか。 
 (発言なし) 
 
それでは、専決報告、報告について賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成ですので可決承認をさせていただきました。 

 
これをもちまして、４月定例農業委員会に付託された案件の審議を終了します。 

 
（終了 午前９時３０分） 

 
続きまして、その他に入らさしていただきます。 
 

○ 先月の農地パトロール報告をお願いします。（佐織地区） 
 
（山田岩夫 副会長より報告） 

  
ご苦労様でした。 



 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
32番委員 
 
事務局 
 
 
 
会長 

その他、事務局より報告事項があればお願いします。 
 
○ 今月の農地パトロール佐屋地区を予定しておりますので、佐屋地区委員の方

は、文化会館 ロビーに ４月２５日（木）午後１時３０分集合をお願いし
ます。（会議室が取れませんでしたので、ロビーとなっています。不便をお
掛けしますが宜しくお願いします。） 

 
○ 次回、定例農業委員会は５月２０日（月）午前９時より立田庁舎 第一会議

室にて開催いたします。 
 
○ ５月２３日に予定をしておりました、立田地区の農地パトロールの日程につ

きまして、事務局の都合により日程を５月２４日（金）に変更をお願いしま
す。大変急な変更で申し訳ございませんが宜しくお願いします。 

 
○ 「農業委員会だより」の表彰式があり、編集委員さんの代表として私が表彰

状及び記念品を受け取ってまいりました。 記念品は「ポット」でございま
した。皆様に御理解いただければ「立田庁舎にて大切に使用」させていただ
きますが宜しいでしょうか。 

 
     < 異議なし > 

 
○ 机の上に、緑の羽根を配布させていただきました。現在、愛西市各庁舎及び

小学校にて「緑の募金活動」を行っています。宜しければ、お帰りの際、一
人 100 円をお願いできればと思っています。 お手持ちが無い方は結構でご
ざいます。  

 
○ 「利用状況調査」の通知に関しまして報告させていただきます。３月２８日

に通知を出させて頂きました。 延べ１９７名に送付させて頂き、１０名ほ
どの問い合わせがございました。 尚、１件、事務局のミスにより担当委員
さんに御迷惑をおかけしましたことにつきまして、大変に申し訳ございませ
んでした。以後、気を付けさせていただきます。 

 
事務局からは以上でございます。 
 
その他、宜しいでしょうか。 

 
議案第２号４番について自治会で登記できるのですか。 

 
地縁団体ということで登記可能です。 

 
 宜しいでしょうか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これをもちまして４月定例農業委員会を閉会いたします。 
 
 閉  会（午前９時３６分） 

 
上記のとおり会議の経過を記載して、相違ないことを証するため署名する。 

 
 
  平成２５年４月１９日 
 
 
 

 会       長   日 永   熙 

 
 
 
        議事録署名者 

 議席番号 ７番委員   毎 田 勝 敏 

 
 
 

議事録署名者 

         議席番号 ８番委員   杉 村 義 仁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


